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障害者雇用の進め方

2高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～」を変更して引用

ステップ１：障害者雇用の基礎理解

ステップ３：募集活動

ステップ４：職場定着の取組み

ステップ２：採用計画の検討

（その４）
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ステップ１

障害者雇用の基礎理解（その４）

• 職場定着まで見据えた受入準備の基本的視点
– 仕事の標準化・見える化・簡素化

– 指導者の配置

– 分かりやすい説明／自信をつける指導

– 日頃のコミュニケーション

– 通院体調への配慮

– 指導者や障害者が働く現場を支える社内体制の整備

– 支援機関の活用

– 障害種別の一般的な留意点の理解

– 個別の障害状況・特徴の把握



受入準備の内容

• ハード面

–バリアフリー化

–支援機器

•画面読上げソフト、拡大読書器、文字認識

•電話関連対応機器、マウス補助具、音声認識ソフト など

• ソフト面

–指導の仕方、コミュニケーションの取り方

–雇用管理・支援体制の整備（従業員の理解を含む） など
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精神障害や知的障害のある人の
比較的多くに当てはまる特徴

① 認知障害

＊ここでは、自己や環境の情報を受け入れて記憶し、過去の
記憶を検索・照合したうえで判断して、概念を形成したり、
修正したりし、行動に結びつける一連の過程の障害といっ
たとらえ方をする。

② ストレスに弱く、あいまいな状況が苦手
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⚫作業工程を標準化

⚫作業工程を簡素化

⚫マニュアルの整備

⚫スケジュール表の利用

⚫暗黙のルールを明文化

〇仕事の「標準化」「簡素化」「見える化」
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受入準備の基本的視点①

〇特定の指導者を配置

• 指導を統一／誰に聞けばよいか分かる⇒安心感



文章だけで理解可能な場合は

作業 確認

床をホウキではく

集めたゴミやホコリをゴミ箱に捨てる

洗面台に洗面台用の洗剤をつける

スポンジでみがく

鏡をふく（水ぶき→からぶき）

洗面台のまわりをふく ◆髪の毛など残らないように◆
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高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用マニュアルコミック版2



視覚的なマニュアルでイメージしやすくする
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高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用マニュアルコミック版2



マニュアルを作業チェックにも利用する
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高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用マニュアルコミック版2



マニュアル作成のメリット

• マニュアルがあると、理解しやすい。作業が正しいかどう
か、マニュアルを見ながら自分で確認しやすい。

• マニュアルを作成することで、指導に関わる従業員全員
が作業の進め方に関する共通認識を持ち、指示の仕方
が統一される。

• 従業員の異動があっても、マニュアルがあると引き継ぎ
がスムーズに行われる。

• 力量のある支援機関だと、マニュアル作成の支援をして
くれるかも。
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〇分かりやすい教え方／自信をつける指導

• やってみせ、わかったか確認し、その後やらせて、様子を見る

• 指示は具体的に、誤解の余地なく、タイミングよく、一度にたくさん
言わない

– 「きちんと」「適切に」などの漠然とした指示はＮＧ

– 相手の様子を見て指示を出す

• できたことはほめる

– 自信をつけ、やる気を引き出す

• ミスに対しては具体的な対応策を一緒に考える

– 頭ごなしの叱責、感情的な指導はＮＧ

受入準備の基本的視点②



〇日頃のコミュニケーション

–同じ職場の仲間として迎え入れ

–本人の様子に気をつけ、悩み事があれば迅速に対応する。

〇通院・体調に配慮 ⇐合理的配慮指針において全障害で例示

〇支援機関との連携 障害者雇用独自の特徴

受入準備の基本的視点③



13

指導者は、心に余裕を持ち、根気よく指導する

＜指導者や現場を支える社内体制の整備＞

・指導者の悩みを聞き、相談・サポートする体制を作る

・指導者の上司は、障害者を長い目で育てるという視点を

・障害者が働く現場に障害者雇用の重要性のメッセージを

しかし、指導者は自分の仕事を抱えながらの指導

指導者の予想や期待通りに行かない場合も

受入準備の基本的視点④
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〇仕事の標準化・簡素化・見える化
〇指導者の配置
〇分かりやすい説明、自信をつける指導
〇日頃のコミュニケーション
〇通院・体調に配慮
〇指導者や現場を支える社内体制

＋支援機関との連携
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障害種別の障害特性や配慮事項を
ある程度知っておいた方が
職場での受入のイメージはわく



視覚障害①

• 視覚は、視力、視野（ものの見える範囲）、色覚（色の識別機能）、光覚
（光の程度を感じる機能）に分けられます。身体障害者福祉法では、こ
のうち視力と視野に一定以上の障害がある場合を視覚障害と定めてい
ます。一人ひとりの見え方は様々です。

• 視覚障害者の中には、視覚を全く活用できない「全盲」の人と、光を感じ
る、ないしは何らかの保有視力がある「弱視」の人がいます。近年、弱
視を「ロービジョン」ということも多くなっています。

• 身体障害者手帳では、最も軽度な等級は6級で、「良い方の眼の視力
が0.3以上、0.6以下、かつ、他方の眼の視力が0.02以下のもの」であり
、最も重い等級は１級で「良い方の眼の視力が0.01以下のもの」です。

16はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～から抜粋



視覚障害②

• 視野の障害のうち最も軽度の等級は５級で、「両眼による視野の２
分の１以上が欠けているもの」となっています。視野障害の視野の
欠損は、疾患の内容や状態によって様々です。

• 職業生活では、中心視野が見えているかどうかが重要です。中心
視野が片眼だけでも確保されていれば、目の前の危険物に気づき
易くなり、伝票やパソコンの文字を自分の眼で見て、読み書きする
ことができるからです。下方の視野が両眼とも欠けている場合は、
手元の書類やパソコンのキーボードが見えにくかったり、歩行時の
足元が見えにくいため歩きにくいと感じたりするでしょう。

17はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～から抜粋



視覚障害③
• 職場での配慮

– 呼びかける際は、相手の名前を呼び、自分の名前も言う。席が近くの社員は、席を
離れるときに一声かける。

– 物をさす場合は、「これ、それ、ここ、そこ」ではなく、「右」「左」「前」など、具体的に
伝える。また、時計の文字盤を例にとって「9時の位置に電卓があります。」と伝える
ことも有効です。

– スイッチなどのボタンや手すりに点字シールを貼る、机の角にクッション材を貼る、
整理整頓を心がけ安全性を確保することや部屋の入口近くに席を設けるなど移動
しやすいレイアウト設定などの配慮を行なう。

– 文字を拡大する拡大ルーペ、拡大読書器、スマートフォンやタブレット端末のカメラ
機能、広範囲の視角を限られた視野に収めて見ることができるマイナスルーペ、文
書を読む際の目の負担を軽減し効率よく読めるタイポスコープ、パソコン上のテキ
ストデータを音声で読み上げる画面読み上げソフトなどを必要に応じて活用する。
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はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～から抜粋



一般的な障害特性と配慮事項に関する資料

障害種別の「障害特性と配慮
事項」については、「はじめて
の障害者雇用」（高障求機構）
80～121頁に記載。
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https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/q&a/#page=1
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高障求機構の資料

• 動画が掲載されているページ

 機構HP→障害者の雇用支援→事業主の方へ

https://www.jeed.go.jp/disability/employer/index.html

• マニュアルなど掲載されているページ

    機構HP→障害者の雇用支援→事業主の方へ
→各種資料→マニュアル・DVD等

https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook
/index.html

23

https://www.jeed.go.jp/disability/employer/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/index.html
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〇仕事の標準化・簡素化・見える化
〇指導者の配置
〇分かりやすい説明、自信をつける指導
〇日頃のコミュニケーション
〇通院・体調に配慮する
〇指導者や現場を支える社内体制

＋支援機関の活用

障害種別の一般的な留意点

個別の障害状況
個人の特徴



個人の障害状況や特徴の把握が重要
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同一の身体障害や精神疾患でも、
障害（症状）の内容や程度、受傷（発症）の時期、
元々の性格や能力、経歴などで留意点は異なる
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〇仕事の標準化・簡素化・見える化
〇指導者の配置
〇分かりやすい説明、自信をつける指導
〇日頃のコミュニケーション
〇通院・体調に配慮する
〇指導者や現場を支える社内体制

＋支援機関の活用

障害種別の一般的な留意点

個別の障害状況
個人の特徴

ステップ３で
把握・検討

多
様
な
人
材
が
活
躍
で
き
る
職
場
作
り



従業員への情報提供の重要性

• 障害のある人を職場に円滑に受け入れるため
には、従業員に対する情報提供が重要になる。

• 宮就ネットの研修動画を視聴してもらう、高障
求機構のマニュアルや動画を活用する、支援
機関を招いて研修を行なうなど、従業員に対す
る情報提供を工夫する。
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＊研修を希望する場合は、宮就ネットHPから研修の要望を
連絡いただければ、対応可能な支援機関を紹介します。
（ただし、宮城県内に事業所がある企業に限る。）
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ステップ１

障害者雇用の基礎理解（その４）

• 職場定着まで見据えた受入準備の基本的視点
– 仕事の標準化・見える化・簡素化

– 指導者の配置

– 分かりやすい説明／自信をつける指導

– 日頃のコミュニケーション

– 通院体調への配慮

– 指導者や障害者が働く現場を支える社内体制の整備

– 支援機関の活用

– 障害種別の一般的な留意点の理解

– 個別の障害状況・特徴の把握
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